
 

 

令和８年度 川崎町結婚活動支援助成金 

 

結婚活動の費用を助成します！！ 
川崎町では、結婚を希望する方の新しい出会いを応援します！ 

ＡＩを活用したマッチングの『みやマリ！』、条件に合ったパートナーを紹介し 

てもらえる『みやぎＰＩＳＡ』の入会登録料の一部を助成します。 

 

 

対象となる方 

 ❶川崎町にお住いの２０歳以上の独身の方 

 ❷令和 8 年 4 月 1 日以降に『みやマリ！』 または 『みやぎ青年婚活

サポートセンター』に登録した方 

❸過去に川崎町結婚活動支援助成金を受けたことがない方 

❹町税等の滞納がない方 

 

 助成対象 

 内  容 入会登録料 助成金額 

みやマリ！ 

ＡＩマッチングで理想の

出会いをサポートします 

20～49 歳までの方 

11,000 円 

※２年間有効、20 代の方

は5,500円になります 

入会登録料の

１／２ 

上限 5,500 円 

 

※助成金は１人１回限り 

 

みやぎＰＩＳＡ 

宮城県青年会館が行う 

みやぎ青年婚活サポート

センターが条件に合った

パートナーを紹介します 

25～49 歳までの方 

男性２０,000 円 

女性 10,000 円 

※５名まで紹介、別途お見

合い費用がかかります 

ＰＩＳＡ 

５５コース 

年齢が50歳以上の方で、

共に寄り添えるパートナ

ーを紹介します 

５０歳以上の方 

男性 15,000 円 

女性 5,000 円 

※３名まで紹介、別途お見

合い費用がかかります 

※裏面に続きます 



 

 

令和８年度 川崎町結婚活動支援助成金 

申請方法 

下記の書類をそろえて、川崎町役場 町民生活課に持参、または郵送にて 

提出してください。 

なお、申請書など必要な書類は、役場窓口にも備えております。 

①川崎町結婚活動支援助成金申請書兼請求書（様式第１号） 

②誓約書兼同意書（様式第 2 号）       

③会員証の写し                

④入会登録料の領収書の写し 

⑤振込先の口座情報がわかる書類の写し 

※川崎町結婚活動支援助成金の交付申請は、1 人 1 回限りです 

 

入会するには？ 

 

 みやぎ結婚支援センター 

 入会には、写真付き身分証明書、独身を証明する書類、収入を証明する 

書類の原本を持参して、登録する必要があります。 

お問い合わせ m-info@miya-mari.net 

 

 

みやぎ青年婚活サポートセンター（宮城県青年会館内） 

入会には、直接面談後に、必要書類を持参して登録することになります。 

お問い合わせ ☎022-293-4638（定休日 毎週火曜日） 

              営業時間 10:00～17:00 

       konkatu@seinenkaikan.or.jp 

申請書の提出先 

〒989-1592 

宮城県柴田郡川崎町大字前川字裏丁 175-1 

川崎町役場 町民生活課   ☎ 0224-84-2112 

みやマリ！ 

みやぎＰＩＳＡ 

※申請書の様式は町ホーム

ページからダウンロードで

きます 
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